
 
 

川崎市生活自立・仕事相談センター運営業務委託仕様書 
 
１ 目的 

 本仕様書は、川崎市生活自立・仕事相談センター設置要綱及び川崎市住居確保給付

金実施要領（以下「要領」という。）に基づき川崎市生活自立・仕事相談センター（以

下「センター」という。）の運営及び支援業務（以下「本業務」という。）を確実に実

施するため定めるものである。 
 
２ 委託期間 

  契約締結日から令和１１年３月３１日 
 
３ 実施場所 

  川崎市川崎区駅前本町１１番地２ 川崎フロンティアビル５階 
 ＊ 賃貸借契約については、川崎市健康福祉局生活保護・自立支援室（以下「自立支

援室」という。）が行う。 
 なお、受託者のセンターの利用は、貸主が承諾を行ったものであり、その利用に

あたって、受託者の責めに帰すべき事由により修繕が必要な場合については、受託

者の責任において修繕費用を負担するものとする。また、センターの利用にあたり、

通常使用に伴う消耗又は破損による小修繕費が生じた場合には、委託料から修繕

を行うものとする。 
 
４ 対象者 

就労の状況、心身の状況、地域社会との関係性その他の事情により、現に経済的に

困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある者であって、原

則として市内に居住している者とする。 
 
５ 目標 

  本業務は、対象者等について次の項目と数値を目標に実施を行う。 
  受託者は、目標の達成に向け具体的な計画を策定するとともに、項目ごとに実施を

行う担当を定めるものとする。 
  なお、目標の数値については進捗状況を定期的に自立支援室に報告し、達成が難し

い場合は、自立支援室と協議のうえ、改善策について報告を行う。 
（２）寄り添い型支援相談者 年間７００人 
（３）就労支援対象者 年間５００人 
（４）就職率 ６０％ 
  ＊就職率の定義は、別紙に基づき、自立支援室と協議により定める。 
（５）家計改善支援事業新規相談者 年間４００人 



 
 

 

（６）家計改善支援事業プラン作成数 年間２００人 
（７）一月当たりの訪問同行件数 月間１２０件 
（８）センターの支援を通じて状況が改善した割合 ９５％ 
  ＊センターでプランを作成して支援をした者について、初回評価時から最終評価時

において「意欲・関係性・参加に関する状況」「経済的困窮の改善に関する状況」

「就労に関する状況」の３項目のうちいずれかが向上した者の割合 
 
６ 統計データについて 
 「５ 目標」で定める項目及びセンターの運営や支援業務の実績等について、次の項

目における数値を月単位で統計を行う。 
（１）新規相談受付件数 
（２）新規相談受付件数のうち、面接相談員による初回面接を行った相談者数 
（３）支援プラン作成件数（就労優先、就労以外を優先の区分も含む） 
（４）支援プラン作成者のうち、就労支援対象とした相談者数 
（５）家計改善支援員が新規に面談を行った相談者数 
（６）支援プラン作成件数のうち、家計改善支援事業プラン作成を行った相談者数 
（７）初回面談以降の相談者からの電話件数 
（８）１面接相談員ごとの初回面接件数（オンライン、出張相談との区別も含む） 
（９）１自立相談支援員、１家計改善支援員ごとの訪問・同行・面接（オンラインとの

区別含む）件数および担当する相談者の数 
（１０）支援調整会議での審議件数（新規、継続、終了） 
（１１）センターでの支援を通じて状況が改善した割合 
（１２）「別紙 支援類型表」に関する項目 
（１３）その他、センターの業務分析や改善・効率化検討に資する項目 
 
  ＊（１）から（６）については、相談者の居住区別、年代別の統計も行うこと。 
  ＊（１３）については、自立支援室と協議の上、定める。 
 
７ 相談業務実施時間及び勤務時間 

  本委託における相談業務実施時間は、土曜日、日曜日、祝日及び年末年始（１２月  

２９日から翌年の１月３日まで）を除く、午前１０時から午後６時までとし、職員の

勤務時間は、相談業務を円滑に実施することができるよう受託者が設定するものとす

る。 
 
８ センターの体制及び職員の役割 

（１）体制 
ア 職員は次のように定義する。 



 
 

 

構成員   ・・・ 常勤職員、非常勤職員を含めた職員の総称 
常勤職員  ・・・ フルタイム（週５日、１日７時間以上）勤務の職員 

イ センターには、次の職員を配置すること 
（ア）センター長 

５年以上の相談業務の経験がある常勤職員１名 
（イ）事務員 

経理事務の経験がある常勤職員１名 
構成員は常時４名以上となるよう配置すること。そのうち、住居確保給付金の

事務手続きに従事する者を常時２名以上とすること 
（ウ）主任相談支援員 

① 常勤職員を４名配置以上すること 
② 主任相談支援員の構成員は、コミュニケーション能力、アセスメント能力、

調整能力に高いスキルを持つ常勤職員で、生活困窮者支援に関する業務を１

年以上、もしくは５年以上の相談業務の経験があること 
（エ）面接相談員 

① 常勤職員を３名配置すること 
② 常時４名以上を相談窓口に配置すること 
③ 職員の配置、シフト管理にあたっては、面接相談業務の連続性を担保する

よう配慮すること 
④ 構成員は、５年以上の相談業務の経験があること 

（オ）相談支援員 
① 自立相談支援員 
・常勤職員を８名以上配置すること 
・構成員は常時１１名以上の勤務となるよう配置すること 
・構成員は、５年以上の就労支援業務又は３年以上の居宅訪問による生活相

談等、対人援助業務の経験があること 
・構成員は、キャリアカウンセラー、障害者の就労支援、公共職業安定所業務

の経験者等、多様な人材を配置するよう努めること 
・構成員は、５年以上の医療機関以外での相談業務の経験があり、臨床心理

士、若しくは精神保健福祉士の資格を持つ者を３名以上含むこと。うち、２

名以上は常勤職員であること 
②  家計改善支援員 
・常勤職員を３名以上配置すること。うち１名は（ウ）で定める主任相談支

援員を配置すること 
・構成員は、社会福祉士、ファイナンシャルプランナー、社会保険労務士な

ど,家計改善支援に関するいずれかの資格を持つこと（だだし、満たしてい

ない場合についても、自立支援室と協議のうえ可とする場合もある） 



 
 

 

（カ）専門相談員 
弁護士、税理士が、月３回以上相談業務を行うことができる体制を組むこと  

  （キ）備考 
① 次の支援員１人あたりの標準支援件数は、次のとおりとする。標準支援件

数は、当該職員が担当する件数の基本的な目安であり、原則としてこの水

準と同等の体制を確保するものとする。 
・（エ）に定める職員：年間３３０件 

「１０ 支援業務（１）ア（ア）における初回面接の年間実施件数 
・（オ）の①に定める職員：常時５０件 

「１０ 支援業務（１）ア（イ）～（エ）」の支援を実施中の相談者数 
② （ア）から（オ）に定める職員の勤務体制として、職員が休暇を取得する

場合においても、少なくとも２３人以上は勤務の状態にあるものとする。

ただし、災害その他の緊急事態においては、自立支援室との協議により別

途対応体制を定めることができる。 
③ （ア）から（オ）に定める相談員の経験年数は、指定した年数以上にある

ことが望ましいが、満たしていない場合も可とする。 
④ 従事する職員について、年度当初及び職員に変更があった場合は、名簿を

自立支援室に提出する。 
⑤ 退職等により職員に欠員が出る見込のある場合は、その旨を自立支援室に

報告するとともに、業務の実施体制に影響の無いよう、早急に人員確保を

行うこと 
 
（２）職員の役割 

ア センター長 
（ア）センター運営の統括 
（イ）関係機関との地域ネットワークの構築 
（ウ）本委託における自立支援室との協議・調整の統括 
（エ）事務員等不在時の補助 
イ 事務員 
（ア）委託業務を行う上で必要な総務、経理事務等 
（イ）センター長・主任相談支援員・面接相談員・自立相談支援員・家計改善支援

員の事務補助 
（ウ）統計情報の取りまとめ、分析、報告 
（エ）普及・啓発等のアウトリーチ活動における企画・周知用広報の作成 
（オ）住居確保給付金申請書類の受付・確認、自立支援室への提出 
ウ 主任相談支援員 
（ア）自立相談支援事業の支援業務の統括 



 
 

 

（イ）住居確保給付金事務の統括 
（ウ）家計改善支援事業の支援業務の統括 
（エ）就労準備支援事業、就労支援事業等各事業との連携の統括 
（オ）センター長、事務員の補助 
（カ）支援調整会議開催・報告の統括 
（キ）他の支援員に対する定期的な支援内容の確認・調整、指導、並びに助言・補

助 
（ク）相談支援業務をとおした新たな連携先の確保 
（ケ）関係機関との連携を促進する体制構築に向けた取組と積極的なアウトリー 

チの実施（１１地域ネットワークづくり業務） 

エ 面接相談員 
（ア）主に面接相談に関する業務（「１０支援業務（１）ア（ア）」） 
（イ）相談支援業務をとおした新たな連携先の確保 
オ 自立相談支援員 
（ア）主に自立相談支援に関する業務（「１０支援業務（１）ア（イ）～（エ）」） 
（イ）住居確保給付金申請事務等（「１０支援業務（１）イ」） 
（ウ）関係機関との連携を促進する体制構築に向けた取組と積極的なアウトリーチ

の実施（１１地域ネットワークづくり業務） 

カ 家計改善支援員 
（ア）主に家計改善支援に関する業務（「１０支援業務（１）ウ」） 

  キ 備考 
相談支援員は上記オ・カに加え、「相談支援業務をとおした新たな連携先の確保」

「支援調整会議の開催」「目標達成に向けた各担当者会議の開催」を行うこと。ま

た、相談支援員は、就労支援、精神保健支援、居住支援、家計改善支援等が対象

者の抱える課題に応じて包括的・個別的・継続的に実施されるよう調整し、縦割

りの支援とならないよう留意すること 
また、居住支援において、厚生労働省が実施する「生活困窮者自立支援制度人

材養成研修」のうち、「相談支援員初任者研修」及び「居住支援事業支援員初任者

研修」を受講し、修了証を受けた者を配置すること。 
 
９ 委託業務の内容 

（１）「１０ 支援業務」及び「１１ 地域ネットワークづくり業務」の実施 
（２）出張相談の実施 
  「３ 実施場所」とは別に、次の場所で定期的な出張相談を実施するものとする。

なお、他に出張相談を行う必要がある場合は、自立支援室と協議のうえ、決定する

ものとする。  
実施場所：高津区下作延２丁目８番１号 高津区役所内 



 
 

 

       宮前平２丁目２０番５号 宮前区役所内 
       多摩区登戸１７７５番地１ 多摩区役所内 
       麻生区万福寺１丁目５番１号 麻生区役所内 
（３）オンライン相談の実施 

「１０ 支援業務」に定める業務のうち、オンラインにて対応が可能な業務につ

いては、オンラインの活用を検討・実施すること。 
また、オンライン相談を実施するために使用する Web 会議システムその他 IT ツ

ール選定にあたっては、情報セキュリティ、利便性、使いやすさ等に配慮した上で、

あらかじめ自立支援室の確認をとること。 
（４）データの収集及び成果分析 
   受託者は本業務について、利用者のデータ収集を行うとともに、その利用者像や

事業の成果について分析を行い、定期的に自立支援室に情報提供すること。 
（５）普及・啓発 
   センターの活動内容を紹介するリーフレット等の作成及び関係機関への配布、各

種会議やイベント、SNS の活用等により、センター及び本業務について積極的な

普及・啓発を行う。特に、市内の公共職業安定所等、支援業務において連携を要す

る機関については、リーフレットを持参する等、対応を工夫すること。 
また、本業務やセンターに関する他都市等からの問合せ、取材依頼、視察依頼や

センター職員への講師派遣依頼等については、本業務の遂行に支障のない範囲で可

能な限り応じるものとする。 
（６）事業実施場所に係る費用負担 

  受託者は、事業実施場所の利用に係る電気料金等の支払いを行う。また、事業実

施場所に係る次の費用を、委託料の中から負担するものとする。 

ア 電源、電話、ＬＡＮ回線の敷設等にかかわる工事料金 

イ 建物内サイン工事にかかわる料金 

ウ 消耗品の交換手数料 

エ その他自立支援室と受託者が協議したうえで必要と認められる費用 

（７）防火・防災管理者の配置 
   センターに配置する職員から、消防法第８条に定められた有資格者（防火管理者）

及び消防法第３６条に定められた有資格者（防災管理者）を選任することとする。

なお、防火管理者、防災管理者は兼務できるものとする。 
 
１０ 支援業務 

（１）支援業務の機能 
  支援業務の機能として次の機能等を持つこと 
 ア 自立相談支援事業 
 （ア）面接相談 



 
 

 

  ・初回面接の実施 
  ・別紙の支援類型に基づく担当相談員の割り振り 
  ・支援時の相談支援員の支援方針調整 
  ・他機関への紹介・引継 
 （イ）就労支援 
  ・面接相談による就労意欲の喚起 
  ・職業適性検査等各種検査の実施に向けた支援 
  ・履歴書の書き方や面接の受け方支援 
  ・職業紹介事業による求人開拓及びマッチングの支援 
  ・公共職業安定所や川崎市（以下、「本市」という。）で実施している他の職業紹介

事業への同行訪問などの支援 
 （ウ）精神保健支援 
  ・面接相談によるメンタル、障害問題に関する相談 
  ・医療機関等の受診に向けた支援 
  ・行政障害担当窓口・医療機関・障害者総合支援法に基づくサービス提供先等への

同行支援 
 （エ）居住支援 
  ・転居等に関わる相談・手続支援 
  ・関係機関（行政機関、不動産事業者等）との関係構築 
 （オ）専門相談 
  ・弁護士、税理士等による相談 
 イ 住居確保給付金 
  ・住居確保給付金の相談・申請事務 
  ・「（１）ア 自立相談支援事業」を利用した対象者への支援 
 ウ 家計改善支援事業 

・家計管理に関する支援 
・滞納（家賃、税金、公共料金等）の解消や各種給付制度等の利用に向けた支援 
・債務整理に関する支援、センター法律相談等との連携 
・貸付制度利用のあっせん 

 エ 就労準備支援事業に関する業務 
  ・川崎市就労準備支援事業実施要綱に定められる自立相談支援事業を実施する機関

に求められる業務 
 オ アウトリーチに関する業務 
  ・相談者に必要とされる支援に繋げるための、生活困窮者支援に関係する機関等と

の連携体制の構築や、地域におけるニーズの発掘等の業務 
（２）自立相談支援事業の相談支援の手順 

 相談支援業務は次の手順に留意して実施する。なお、相談者に対して、原則複数



 
 

 

人の相談支援員で支援を行う。また、相談者の支援について、同行・訪問を提案す

ることを原則とする。 
 ア 面接相談 
 （ア）来所またはオンラインによる相談を受け付け、対象者の複合的な課題に包括的・

一元的に対応する。また、対象者は、社会的に孤立している場合も多いことから、

必要に応じた訪問や声掛けなどにより、把握に努めることとする。 
 （イ）センターにおける相談受付は原則事前予約制とする。ただし、予約がなく来所

した相談者にも柔軟に対応する。 
 （ウ）相談受付時には、別紙の支援類型に基づき、センターによる支援を行うか、他

制度の相談窓口等へのつなぎが適切かを判断する。 
 （エ）本人ではなく関係者から相談が寄せられた場合は、提供される本人の状況に応

じて、依頼を行った関係者と連携しながら、本人の来所等の促し、面接相談員・

相談支援員の訪問を検討する。 
 イ 暫定的支援 
 （ア）面接相談後も、より適切な支援の見極めを行うため、一定期間センターによる

支援を必要とする場合は、初回面接から２か月を目途に暫定的支援期間を設け、

面接による相談支援を実施し、アセスメントを継続する。 
（イ）アセスメントに当たって、対象者の意思が明確でない場合については、対象者

から短期間に得られる情報のみによることなく、対象者と信頼関係を構築するこ

とを通じて、自立への動機付けを図る。なお、必要に応じて既存の施策を活用し

て支援を行う。 
 （ウ）プラン案の内容は次の事業等に基づく支援及び公的な事業の活用を行う。 
  ・センターの自立相談支援員による就労支援、精神保健支援、居住支援、住居確保給

付金 
  ・センターの家計改善支援員による家計改善支援事業 
  ・川崎市総合就職サポート事業・就労準備支援事業 
  ・認定生活困窮者就労訓練事業 
  ・若者就労・生活自立支援事業 
  ・地域の社会福祉法人、NPO 法人等が実施しているサービス 
  ・各法律に基づく行政窓口のサービス 
  ・生活福祉資金貸付事業 
  ・公共職業安定所が実施する生活保護受給者等就労自立促進事業 
  ・かわさき若者サポートステーションやキャリアサポートかわさきで実施している

事業 
 （エ）暫定的支援の結果、他制度の相談窓口等へのつなぎが適当と判断された者には、

本人の状況に応じて同行も含めた適切な方法で他機関へとつなぎ、必要に応じて他

機関への確認、アフターフォローを行う。 



 
 

 

ウ プランの決定及び報告 
（ア）暫定的支援の結果、別紙の支援類型において寄り添い型支援に分類された対象

者は、原則、４回目の面接までに支援調整会議を開催し、支援プランの決定を行

うものとする。支援の決定にあたり、なおアセスメントに期間を要する場合は、

要綱に基づき、初回面接から３か月以内に支援調整会議を実施するものとする。 
（イ）決定した支援プランについては、主任相談支援員が、自立支援室に報告を行う

ものとする。 
（３）住居確保給付金事務の手順 
 ア 住居確保給付金支給の申請事務 

 「川崎市住居確保給付金（家賃補助）実施要領」及び「川崎市住居確保給付金（転

居費用補助）実施要領」に定めるセンターに求められる業務を実施すること。書類

の不備等があり、決定が滞る申請者に対しては、電話連絡等により書類の提出を促

すとともに、再度申請の意思があることを確認すること。 
イ 支給希望者等への支援 

   センターは、支給希望者に対して次に掲げる支援を行うものとする。 
（ア）支給希望者の住居確保給付金等に係る相談支援 

① センターは、支給希望者に対して、本事業の趣旨、概要等を説明するととも

に、雇用施策や社会福祉協議会による貸付事業等の関連事業の概要を説明し、必

要に応じて、雇用施策の詳細等について公共職業安定所等での相談を助言する。 
② センターは、支給希望者について「１０（２）自立相談支援事業の相談支援

の手順」に準じ支援プランを決定する。なお決定に際してはアセスメントを通し、

支給希望者の合意を得るものとする。 
（イ）転居費用補助支給希望者への家計改善支援事業による支援  

 センターは、転居費用補助支給希望者に対して、家計改善支援事業による支援

を実施し、支給要件が転居費用補助支給希望者に認められるか確認する。 
（ウ）居宅の確保等に係る支援 

① センターは、支給希望者に対し、今後の生活設計を見通した住居設定を行え

るよう助言する。 
② センターは、支給希望者の住宅の確保に向けて、不動産情報の提供を行うと

ともに、必要に応じて不動産媒介業者へ同行し契約手続きに関する支援を行う。 
③ センターは、支給希望者が安定した居宅生活を継続できるよう必要に応じて

居宅訪問を行い、助言を行う。 
（エ）家賃補助支給希望者への常用就職に向けた求職活動に係る支援 

   家賃補助支給希望者が常用就職に向けた求職活動を行えるよう、「１０（２）自

立相談支援事業の相談支援の手順」に準じた支援を行う。 
（オ）その他支給希望者の住宅確保・就労に向けた支援 
ウ 郵送申請者等への対応 



 
 

 

  住居確保給付金（家賃補助）を郵送で申請する者、受給中の求職活動を書面のみで

行う者についても、電話等により積極的に状況確認を実施し、できる限り、センター

による自立支援につなげること。 
（４）家計改善支援事業の相談支援の手順 

ア 相談支援の流れ 
相談支援は、次の流れで実施すること。また、センター内での面談だけでなく、必

要に応じて、利用者宅への訪問、関係部署・機関への同行を行う。 
（ア）把握・アウトリーチ 
（イ）相談受付（インテーク） 
（ウ）アセスメント 
（エ）家計再生プラン（家計支援計画）の策定 
（オ）支援調整会議の開催と支援決定 
（カ）支援の提供 
（キ）モニタリング 
（ク）プラン評価 
イ 自立相談支援事業との連携 
（ア）上記ア（ア）、（イ）、（オ）については、自立相談支援事業と連携及び役割分担

を行い実施する。 
（イ）家計改善支援事業の実施にあたっては、基本的には自立相談支援事業のアセス

メント結果に基づき、その必要性を判断するものだが、家計相談支援事業にお

いても、家計の視点でのアセスメント行い、その結果に基づき家計再生プラン

を策定し、支援を提供する。よって、相談者の負担を軽減し、適切なプランを

策定するために、アセスメント段階から自立相談支援事業と連携し、協働して

プランを策定すること。 
 ウ その他 

（ア）上記ア（エ）については、必要に応じて「家計計画表」や「キャッシュフロ

ー表」を作成するとともに、家計再生のために必要な税金等の分納や減免と

いった制度の利用、家族等からの支援の調整、貸付のあっせん、債務整理等

も具体的な支援を盛り込み策定する。 
（イ）上記ア（カ）については、緊急の必要がある場合には、上記ア（ウ）～（オ）

に先立って実施する。 
（ウ）家計改善支援事業の実施にあたっては、本仕様書に定めるほか、厚生労働省

から発出される「家計改善相談支援事業の手引き」や各種通知に基づき実施

する。 
 
１１ 地域ネットワークづくり業務 

生活困窮者の早期把握や地域資源の共有、関係機関との連携促進の観点から、支援 



 
 

 

調整会議の活用の他に、地域包括支援センター、地域自立支援協議会や居住支援協議会

及び民生委員等既存の合議体にも積極的に参加し、関係機関とのネットワークづくりに

努めるものとし、公共施設や地域イベント等での事業周知や訪問活動など積極的な情報

収集やアウトリーチを実施する。 
また、複合的な課題を抱える生活困窮者に対して円滑な支援体制を構築するため、生

活困窮者を支援する関係機関等との協議や情報交換について企画・調整を担い、事例検

討等の支援者支援に資するための取組を年３回程度行う。なお、協議の場を設けるにあ

たっては、自立支援室と連携を取りながら行うこと。 
また、この地域ネットワークづくり業務については、「１０ 支援業務 オ アウ 

トリーチ関する業務」に関連する取組として位置付け、１～２名の担当を定めるものと

する。 
 

１２ その他の実施体制 

（１）関係機関との連携 
 事業の実施にあたっては、行政機関の窓口、公共職業安定所等、必要な関係部署・機

関と連携を図りながら実施する。 
（２）研修の実施 
 受託者は、本業務に必要となる支援能力及び技能の向上のため、自立相談支援事業、

家計改善支援事業等の生活困窮者自立支援制度の各事業に関する研修計画を定め、定期

的に実施するとともに、関係機関による研修会等に職員が参加できるよう配慮し、職員

の能力向上に努めること。 
（３）市との連絡協議 
ア 帳票類等の保管 

帳票類等の保管にあたっては、施錠可能なキャビネット等に格納するものとする。 
イ 業務の進捗状況及び打ち合わせ 

自立支援室と業務の進捗状況や業務内容等に関する打ち合わせを原則月 1 回以 
上、その他必要に応じて行うものとする。 

 
１３ 事業実績報告  
 受託者は、次のとおり実績報告書を作成し、自立支援室に報告するものとする。報告

事項については、「５ 目標」、「６ 統計データについて」で定めた事項及び各月の配

置職員の勤務実績を中心として、生活保護・自立支援室と協議のうえ定めるものとし、

書面及び電子データで提出すること。 
 また、業務従事者名簿を年度初めに提出するほか、センターの相談実績等を基づき、

「８ センターの体制及び職員の役割（１）イ」で規定する職員の配置について、変更

を行う場合は、事前に自立支援室と協議の上、決定するものとする。。 
（１）月次報告 



 
 

 

 毎月の実績報告を、月末締め翌１０日に実施する。 
（２）上半期・下半期報告 
 上半期・下半期の業務終了後、実績報告を行う。なお、実績報告に加えて、事業分析

及び次期に向けた提案を含むものとする。 
（３）事業終了後の報告 
 本業務の完了後、この契約の履行に関して自立支援室に事業実績報告書をもって完了

報告をしなければならない。完了報告は事業実施の実績報告に加えて、事業分析及び次

年度に対する提案、事業に係る収支決算報告を含むものとする。 
 
１４ 財産管理等 

（１） 本業務の実施に伴い取得した備品類及び川崎市が現物で提供する事業実施場

所については、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、委託料の交付目的

に従って効率的な運用を図らなければならない。 
（２） 受託者は、本業務において、単価３００，０００円以上の備品類等を購入して

はならない。ただし、川崎市の承諾を得た場合は、この限りでない。 
（３） 受託者は、本業務の実施に伴い取得した備品類等のうち、取得価格が単価２０

０，０００円以上の備品類については、川崎市長の承認を得なければ処分してはな

らない。この場合において、川崎市長の承認を得て当該備品類を処分したことによ

り収入があったときは、川崎市に納付しなければならない。 
（４） 本業務の実施に伴い取得した備品類のうち、川崎市が指定するものについては、

本業務が終了したときに、これを川崎市に返還する。 
 
１５ 経理及び関係書類の整備保存 

 受託者は、本業務の実施経過並びに本業務に係る収入及び支出の関係を明らかにする

ために、本業務に係る経理を他の経理と区分して管理するものとし、帳簿及び一切の証

拠書類並びに本業務に係る書類等を整備し、本業務が終了した日の属する年度の終了後

５年間保存しなければならない。 
 
１６ 監査等 

 自立支援室は、受託者に対し、本業務にかかわる業務監査及び総務監査を行うことが

できる。また、自立支援室は、受託者に対し、本業務の適正な執行を確認するために、

必要と認める帳簿書類等の提出を求めることができる。 
 
１７ 他用途使用の禁止 

 交付された委託料は、本業務以外の用途に使用しないこと。 
 
１８ 苦情・緊急時の対応 



 
 

 

（１） 苦情への対応 
利用者との間で生じた苦情・トラブルは、受託者が責任をもって対応し、必要に応

じて自立支援室に協力を依頼すること。 
（２） 緊急時の対応 

事故や緊急事態が生じた場合は、速やかに自立支援室に詳細を報告すること。 
１９ 不可抗力による契約の失効 

 自立支援室・受託者双方の責に帰すことができない事由により、この契約に定める条

項の履行が不能となったときは、この契約は直ちに失効することとし、相互に賠償の責

を負わないものとする。 
 
２０ 訴訟の提起 

 この契約に関する訴訟の提起は、自立支援室の所在地を管轄する裁判所を専属的管轄

裁判所とする。 
 
２１ 注意事項 

（１） センターを運営するにあたっては、自立支援室と調整の上、職業紹介事業の認

可を受けること 
（２） 実施場所において、次にあげる作業が必要になった場合は、自立支援室と協議

を行い、ビル管理組合等との調整をしたうえで実施すること 
ア LAN、電話線、電源の敷設等 
イ ビル入り口の案内板、事務室入り口の案内板等の整備 
ウ その他、自立支援室及びビル管理組合が必要と認める作業 
 

２２ 業務の引継ぎ 

（１） 令和８年４月１日からの業務開始が円滑に行わるよう、受託決定後、自立支援

室との協議を積極的に行い、必要となるすべての準備・調整を実施すること。また、

前受託者から利用者を引き継ぐ場合には、利用者に与える影響に配慮し、業務開始

前に十分な業務引継ぎを行うこと。なお、委託料の支払いは令和８年４月１日から

発生するものとし、それ以前にかかる経費はすべて準備期間とみなし、無償対応と

すること 
（２） 本業務に係る契約の終了後、他社に業務の引継ぎを行う必要が生じた場合には、

業務が円滑に行えるよう、新規の受託者への引継ぎ等を含め、市に協力することと

し、資料作成、説明等引継ぎに必要な経費は受託者の負担とすること。また、研修

用の資料や帳票、報告書等、業務の中で作成した成果物については受託者に引き継

ぐこと。 
 
 



 
 

 

２３ 個人情報の保護 

（１）  業務に係る個人情報については、個人情報の保護に関する法令のほか、川崎市

情報セキュリティ基準その他の関連規定等の規定を遵守し、個人情報の保護並

びに漏えい防止の本旨に従い、川崎市と十分に協議の上、適正に取り扱うこと。 
（２）  委託期間が満了し、かつ、翌年度に本業務を受託しない場合で、本業務で取り

扱った個人情報を記載又は記録した書面、磁気ディスクその他の媒体物（バック

アップの目的で複写・複製したものを含む。）を保有しているときには、発注者

の指定する方法により、直ちに発注者に返還するか、発注者の指示に従って廃棄

すること。 
 
２４ その他 

本仕様書に定めのない事項については、自立支援室との協議により決定すること。 



支援類型表 別紙

困窮の程度を確認し、再来
所や適切な関係機関を紹介
を行う等、困窮化の未然防
止

・課題が単一または少ない、または本人が持つ複数の課題をトータル的にサポート
できる機関があるなど、関係機関につなぐことで課題に対応が可能な者、または望
ましい者

・課題が単一または少なく、情報提供のみで解決が可能な者

・失業等複合的な課題があるが、貸付や住宅支援給付、親族の支援等活用でき
ず、生活保護以外に生計をたてる目処がたたない者

・住居を既に失っている者

支援
期間

1
年

パターン

①-１ ３

ヶ
月
以
内

①-２

要件（相談者像）

・現に世帯として経済的な困窮状
態にあること

・失業または低収入のうえ、住ま
い、精神、発達の課題のため、自
分で課題解決の優先順位をつけ
ることができず、具体的な就職活
動等のための一歩が、踏み出せ
ない者

・支援を行うことにより、支援期間
内（１年間）での就職等による経
済的自立が見込めること

・失業とともに複数の課題を持っているが、重篤な
状況ではなく、就労後、課題の解決が可能と見込ま
れる者
　
・複数の課題があるが、就労阻害要因がなく、かつ
当面の生活費の維持や住居の確保が困難であり、
日払就労や住み込み就労等就労支援を優先する
必要がある者

・失業とともに複数の課題を持っていおり、経済的
自立に向けて、失業以外の課題を優先して解決す
る必要がある者

アフター
ケア期
間

支援の方向性

その他の課題
＋
就労

定義

就労等による経済的自
立及び、その他の複合
課題の解決

寄り添い型支援
（就労優先）

ゴール

就労
＋
その他の課題

就労以外の複合課題
を解決後、就労等によ
る経済的自立

寄り添い型支援
（就労以外優先）

継続アセスメント

②-１

見守り

③

他機関へ引継ぎ

④

３

ヶ
月
以
内

情報提供②-２

※アフターケア期間とは、相談者について就職先が決まったり、関係機関へつながったりした場合に、生活の安定やその後の経過を見守る期間を指す。

福祉事務所へ引継ぎ
・要保護性有

・ホームレス

・課題の把握に時
間を要する者

適切な他機関への引
継

福祉事務所に引継
（必要によって担当
ケースワーカーに、支
援経過を情報提供）

相談員に引継
（初回面談から２か月を
目途に面接で①～④
のどの類型にあてはま
るか判断する）

アセスメントの結
果、他機関での支
援が望ましい者

本人が適切な相談窓
口等がわかるように案
内

①～③にあたると
見込まれるが、一
人で活動すると言
う場合

・①②③に該当するが、支援を拒否しているため、見守りが必要と思われる者

・相談者の状況が、本人の話からでは把握しにくく、アセスメントに時間をかけたり、
関係機関への問い合わせにより状況把握をする必要がある者

２

ヶ
月
以
内

２

ヶ
月
以
内

⑤


